
平成２１年三好町教育委員会第７回定例会 会議録 
日 時 平成２１年７月１５日（水）午前１０時開議 

  

場 所 役場西館４階４０２会議室 

  

出 席 委 員 委員長：大 森 香代子   委員長職務代理者：林   文 夫 

委  員：長 山 家 久  委  員：岡 本 洋 子   

教育長：廣 瀨 正 己  

  

説明のため出席

し た 職 員 

教育部長；寺田良人、教育部次長：柳川 傑、 

教育行政課長：鈴木 淳、教育行政課主幹:久野宗秀、図書館長：加納公明、 

歴史民俗資料館長：野々山照夫、学校教育課長：太田予一、  

学校給食センター所長：加藤正義、スポーツ課長：野々山茂樹  

  

教育行政課課長補佐：近藤友久 書     記 

  

傍 聴 者 １人 

  

 委員長    教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、三好町教育委員会会

議規則第８条の規定により、委員長が宣言することとなっております。 

        また、会議録の作成につきまして、三好町教育委員会会議規則第

１６条第１項の規定に基づき、教育行政課 近藤補佐 にお願いし

ます。 

 

 

  

日 程 １ 委員長    日程１平成２１年三好町教育委員会第７回定例会を開会します。

【 開 会 宣 言 】 （午前１０時０２分） 

  

日 程 ２ 委員長    日程２委員長報告 前回の教育委員会後、本日までに出席しまし

た行事等の報告をします。 【委員長報告】 

        出席しました行事、会議等は、お配りしました一覧表のとおりで

す。７月１１日に中学校選手権大会、豊田・三好予選会に行ってま

いりました。７月１２日の中学校対抗カヌー大会、町民カヌー大会

では、競技のために多くの方が暑いなか、参加していただき、感謝

の気持ちで開会式に出席させていただきました。よろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

  

日 程 ３ 委員長    日程３教育長報告 教育長からの報告をお願いします。 

【教育長報告】 教育長    前回の教育委員会後、出席、参加した会議、行事等は、お配りし

ました一覧表のとおりです。よろしくお願いします。  
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日 程 ４ 委員長    日程４前回会議録の承認。会議録の朗読をお願いします。 

教育部次長   ≪前回（第６回定例会）の会議録を朗読≫ 【 前 回 会 議 録 

委員長    ただいまの会議録につきまして、三好町教育委員会会議規則第１

６条第１項の規定に基づき、承認してよろしいか。挙手をお願いし

ます。 

 の承認】 

 

 

【挙手全員】  

委員長    挙手全員です。会議録は、承認されました。  

日 程 ５  

委員長     日程５議事に入ります。 【議      事】 

委員長     議案第２６号の説明をお願いします。 議案第２６号 

学校教育課長 ≪議案第２６号について説明≫         （平成２２年度

三好町立小中学

校が使用する教

科用図書の採択

について） 

委員長    議案第２６号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。

委員     お願いですが、学校図書の発行社名というものは、今の時点では

機密に該当する部分ではないでしょうか。慎重に扱っていただきた

いというお願いです。教育委員が参加している選定委員会のなかで、

署名をしています。機密扱いにしていただいた方がよいと思います。 

教育部長   皆さんそういう職でありますので、そのように取り扱います。  

委員     先日、市町村教育委員会連合会で、碧南市の委員長さんたちと話

をしたのですが、各教育委員会に見本用の図書が送られて来るそう

です。市になると図書が送られてくるのでしょうか。学校の数は、

三好町の方が多いのですが、どのようですか、お尋ねします。 

 

 

 

 

学校教育課長 市になると送られてくるということは、把握していません。後で

調べて報告します。 

 

 

委員長    議案第２６号 平成２２年度三好町立小中学校が使用する教科用

図書の採択について、採決してよろしいか。 

 

 

委員長    原案に賛成の委員の挙手を求めます。  

        ≪挙手全員≫  

委員長    挙手全員です。よって、議案第２６号は可決されました。  

委員長     次に、議案第２７号の説明をお願いします。 議案第２７号 

教育行政課長  ≪議案第２７号について説明≫ （三好町教育委

員会後援等名義

使用の承認につ

いて） 

委員長    議案第２７号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。

委員     後援等を必要とする理由のところですが、飲酒運転の撲滅という

主旨は理解できます。学校教育や社会教育に貢献する旨の記載があ

りますが、どういう意味合いのものか、お尋ねします。  

教育行政課長 具体的には、お聞きしていません。みんなで歌える歌を合唱した

いということでした。前にも、ロビーコンサート、それ以外に町の

お任せコンサートにも出演していただいております。千の風になっ

てなどいろんな歌を歌われる方であります。 
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委員長    議案第２７号 三好町教育委員会後援等名義使用の承認につい

て、採決してよろしいか。 

 

 

委員長    原案に賛成の委員の挙手を求めます。  

        ≪挙手全員≫  

委員長    挙手全員です。よって、議案第２７号は可決されました。  

  

日 程 ６ 委員長     次に、日程６協議及び報告事項に入ります。 

次第に従って順次協議及び報告をお願いします。 【協議及び報告 

教育部長   ≪７月教育委員会行事予定の説明≫ 事項】 

教育行政課長 ≪教育行政課からの協議及び報告事項について説明≫  

１ 平成２１年度学校プール一般開放事業について  

      ２ 平成２１年みよし市成人式開催要項（案）について  

      ３ 過去に後援等の実績があり審査承諾をした申請の報告について 

学校教育課長 ≪学校教育課からの協議及び報告事項について説明≫  

   １ 夏季休業中における児童生徒の指導等について  

給食ｾﾝﾀｰ所長 ≪給食センターからの協議及び報告事項について説明≫  

    １ 平成２０年度学校給食費の収納状況について  

      ２ 学校別残菜量統計    

スポーツ課長 ≪スポーツ課からの協議及び報告事項について説明≫  

１ 三好町少年スポーツ交流団（野球）派遣について  

２ 三好町少年スポーツ交流団（サッカー）派遣について  

３ 三好公園総合体育館などの予約変更について  

委員長    これまでの協議及び報告事項について、質疑のある委員は挙手を

お願いします。 

 

 

委員     一つは、成人式についてです。将来、みよし市を担う子どもたち

の祝いですので、有意義に過ごしていただきたいと思う。今回は、

市での第１回目の式になります。第１回ということで、今までと比

べ何か考えて見えることがありますか。 

 

 

 

 

二つ目は、給食費の滞納のことです。滞納者の家庭状況を各学校

は把握していると思いますが、給食センターの方にはその報告は来

ているのでしょうか。もし、このような御時勢ですので、回収が不

可能である場合、また、今はやりの回収はできるのであるが他の用

途に使われている場合など、民生委員との協力など具体的な方策を

考えているのか。子どもたち、担任の先生にあまり負担がかからな

い回収方法を考えていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

次に、残菜ですが、各学校によってその量に差があると思う。北

部小、天王小は残菜量が増えていると思う。実態として残菜の量が

把握できているのであれば、少し給食の量を減らすとか考えている

のでしょうか。 
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教育行政課長 成人式ですが、内容につきましては２回、会議を開きまして、実

行委員の皆さんで話し合いをしていただき、内容を決めていただい

ています。こちらからは、毎年このようなことを行っていますとい

うことを提示します。予算のなかで、どなたかが提案し、講師を呼

んで講演会を行うなど、この辺りのことは、皆さんの相談になりま

す。町制５０周年のときは、記念植樹をやりたいということで、委

員会で企画されましたので、手伝いをしました。市制施行で何か提

案があれば、それに沿って協力していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員     集まる実行委員たちは初めての方で、前の成人式を知りませんの

で、積極的に指導していただき、よい成人式にするように御指導を

してください。荒れないようにお願いします。 

 

 

 

委員     成人式には、何度か参加させていただいていますが、開式のタイ

ミングで中々着座できない状況がみられます。久々に会うというよ

うなこともあり、気持ちはわからない訳ではありませんが、実行委

員の皆さんに御指導をしていただけたらと思います。 

 

 

 

 

給食ｾﾝﾀｰ所長 委員から二点、給食費については、各学校の給食費を担当する一

部の方に、多大な負担が掛かっていると思います。平成20年度より、

卒業や居所不明など案件につきましては、給食センターの方で滞納

整理をすることといたしました。現在、各学校に対し給食センター

への滞納整理移管希望の調査を行っています。学校での事務も少し

は軽減されるのではと思います。滞納情報は連絡を蜜にしているの

かという点についてですが、センターに返ってきたものについては、

学校での滞納整理の交渉記録簿等を記した書類をつけていただいて

おりますが、学校でお願いしているものは、一切センターには届い

ていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食センターに滞納整理移管されたものでは、居所不明や、転出、

卒業などで学校では取り扱えないもの、破産宣告を受けた人、大阪

などへ出た人などが主なものですが、その前の段階での情報は、い

ただいていません。 

 

 

 

 

基本的に、児童生徒が在校している方は、学校でお願いしており

ます。 

 

 

民生委員の協力はとのことですが、税と違い個人情報が得られな

いなど難しい問題があります。 

 

 

また、差押え等裁判所の手続きなどの法的な措置も複雑になって

おり、小額を徴収することについて、裁判所に申請するのかという

ことも難しいと思います。安易に欠損処理をすることはありません

が、何らかの方法で滞納整理を行っていきます。 

 

 

 

 

残菜ですが、残菜の量が多いから給食の量を減らしたらどうかと

いう意見もありますが、県の基準により量が定まっています。主食

 

 

 4



については、変えることができません。この前の学校給食主任者の

会議でも、給食担当の先生から量が多いのでは、という意見をいた

だきました。汁ものなどは検討していきますが、基準栄養価をとる

必要があります。好き嫌いをなくすという点からも、よく残る献立

も出さないといけないので、難しい面もあります。 

 

 

 

 

 

委員     三好丘中の未納の数値が異常な数値を示していますが、何か聞い

ていますか。 

 

 

給食ｾﾝﾀｰ所長 三好丘中は、出納閉鎖、公金というシステムを御存じなくて、事

前にお知らせしたのですが、５月３１日に入金すればよいと思われ

ているようです。銀行窓口に５月２５日までに入金されないと手続

き上、その年度の公金になりません。この未納額の内、約２０万円

が６月 10 日に公金となっています。出納閉鎖に間に合わず、決算

上の額にあわせたものとしています。 

 

 

 

 

 

 

委員     体育館などの予約についてですが、窓口での手続きが４つに限ら

れるとありますが、少し説明をお願いします。 
 

 

スポーツ課長 体育館の窓口にパソコンを設置して、申込みが入力できるように

しました。パソコンで入力できない方は、紙により申込みをしてい

ただきます。覚えられれば、自宅のパソコンから申込みの入力がで

きると思います。 

 

 

 

 

教育部次長  条例・規則では元々、申込みは紙ベースで行っていましたが、公

共施設の利用申込みの予約がインターネットでできるようになりま

した。体育館も以前はパソコンを設置していましたが、子どもがい

たずらをして壊れてしまい、撤去していた時期がありました。今回、

そのお知らせを再度させていただくものです。 

 

 

 

 

 

インターネットでの申込みは５回までしか予約できませんので、

それ以上の予約をされる方は、窓口に来ていただきます。月初めで

すと、インターネット申込みを知らない場合、体育館の窓口に殺到

されますので、それを避けるため、家でインターネットによる申込

みができる旨を改めてお知らせをするものです。 

 

 

 

 

 

委員     今後の話になりますが、従来の利用の方法とその方法が変わる場

合は、移行について１月くらいの猶予の期間が必要ではないか、も

う少し前に周知していただけるといいのかなと思います。 

 

 

 

スポーツ課長 利用の方法の変更について、課内部等で議論しましたが、利用者

の皆さまにできるだけ早くシステムをご利用いただけるようにとい

うことで１か月の周知期間を持って対応しております。今後とも、

ご指導などがありましたらお願いします。        

 

 

 

 

  

委員長    他に報告事項はありますか。  

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。  
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日 程 ７ 

【 閉 会 】 

委員長    日程７平成２１年三好町教育委員会第７回定例会を閉会します。

（午前１０時５４分） 

  

次回開催予定  

平成２１年８月１９日（水）午前１０時から 

 

 

平成２１年８月１９日 

 

 

委     員     長 

 

 

 

委員長職務代理者 

 

 

 

委            員 

 

 

 

委            員 

 

 

 

教     育     長 

 

 

 

作     成     者 

 

 

 


